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1. これまでの検討経緯1. これまでの検討経緯

平成24年度

平成26年度

主要渋滞箇所の公表※

渋滞対策の基本方針を策定

平成25年1月25日 公表
※一般道路 (島根県内） 55箇所

※一般道路 (島根県内） 51箇所

平成26年9月8日 第1回渋滞部会

平成28年7月28日 第1回渋滞部会

平成27年度

１．これまでの検討経緯

Ｈ27年度 フォローアップ実施

⇒主要渋滞箇所の特定解除箇所なし（点検の継続実施） 平成27年9月30日 第1回渋滞部会

平成28年度 Ｈ28年度 フォローアップ実施

⇒主要渋滞箇所の4ヶ所が特定解除（点検の継続実施）

＜本日の議題＞

重要物流道路における交通アセスメント

平成29年7月28日 第1回渋滞部会
Ｈ29年度 フォローアップ実施

⇒主要渋滞箇所の特定解除箇所なし（点検の継続実施）

平成29年度

3

Ｈ30年度 フォローアップ実施

⇒主要渋滞箇所の1ヶ所が特定解除

平成30年8月31日 第1回渋滞部会
※一般道路 (島根県内） 50箇所

平成31年3月7日 第2回渋滞部会
（点検の継続実施）

平成30年度

道路利用者会議と連携した渋滞対策の推進 観光地における渋滞対策

令和元年 フォローアップ実施

⇒主要渋滞箇所の1ヶ所が特定解除

令和元年8月6日 第1回渋滞部会

（点検の継続実施）

令和元年度
※一般道路 (島根県内） 49箇所

災害時交通マネジメント



1. これまでの検討経緯1. これまでの検討経緯
１．これまでの検討経緯
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まつえ

松江市役所

34.松江中央交差点

しまね

島根県庁

まつえ

松江市松江玉造IC

川津IC
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津田IC

松江JCT

Ｈ
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24
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松
江
だ
ん
だ
ん
道
路

三刀屋木次IC

うんなん

雲南市役所

50.里方交差点

うんなん

雲南市

Ｈ27年度

三刀屋拡幅
特定解除箇所

＜道路種別＞

高速道路

国道

主要地方道・一般県道

凡 例

対策事業が完了し、データ分析および合同現地点検結果を踏まえ、 渋滞対策部会で審議を行った結果、６箇所の特定解除を決定。

◇特定解除箇所一覧

解除年度
番
号

交差点名 箇所住所 対策事業名

主道路 従道路

路線名 道路管理者
旅行
速度

渋滞
長

路線名 道路管理者
旅行
速度

渋滞
長

平成28年度 20 熱田 浜田市熱田町 浜田・三隅道路 一般国道9号 浜田河川国道 ○ ○ 西浜田停車場線 島根県 ▲ ○

平成28年度 42 周布郵便局前 浜田市治和町 浜田・三隅道路 一般国道9号 浜田河川国道 ○ ○
美川周布線 島根県

▲ ○
周布停車場線 島根県

平成28年度 48 浜田バイパス西口 浜田市原井町 浜田・三隅道路 一般国道9号 浜田河川国道 ○ ○ 一般国道9号
浜田河川国

道
▲ ○

平成28年度 49 新福井 浜田市熱田町 浜田・三隅道路 一般国道9号 浜田河川国道 ○ ○ 浜田美都線 島根県 ▲ ○

平成30年度 50 里方 雲南市木次町 三刀屋拡幅 一般国道54号 松江国道 ○ ○ 松江木次線 島根県 ○ ○

令和元年度 34 松江中央 松江市浜乃木町 松江だんだん道路 松江道路側道 松江市 ○ ― 嫁島公園線 松江市 ○ ―

○：課題なし、▲：課題あり

20.熱田交差点 48.浜田バイパス西口交差点

42.周布郵便局前交差点 49.新福井交差点

浜田三隅道路

竹迫IC
原井IC

浜田港IC

西村IC

はまだ

浜田市

はまだ

浜田市役所

Ｈ26年度供用



２．道路利用者会議と連携した渋滞対策の推進

2.1 ピンポイント対策可否の検討

2.2 清水入口交差点

5

2.渋滞対策の実施状況2.渋滞対策の実施状況1.これまでの検討経緯



地区 番号 交差点名称 ⽀線数 選定基準 ピンポイント対策可否
（時間帯数） 完了

4 朝⽇町 4 8 県 県 〇 47 47 47 47 47 46 48 ●

17 幸橋北 3 6 県 県 〇 36 36 36 36 36 36 36 ●

21 東京橋 3 6 県 県 32 35 36 36 36 29 36 ●

27 幸橋 3 6 県 県 〇 30 35 35 36 36 34 36 ●

39 菅⽥ 4 8 県 市町 23 25 35 38 38 27 28 No.10（松江だんだん道路）H25.3 ●

6 宍道湖⼤橋北詰 4 8 県 県、市町 〇 23 14 26 28 21 24 24 ●

5 袖師 3 6 国 県 17 16 17 18 18 16 23 〇

19 上乃⽊三差路 3 6 県 県 〇 14 16 14 16 16 21 21 ●

9 宍道湖⼤橋南詰 3 6 県 県 17 17 17 19 19 16 17 ●

33 春⽇（みしまや前） 4 8 県 市町 22 14 16 21 18 17 17 ●

11 相⽣町 4 8 国 県 14 14 13 16 17 12 16 〇

15 上乃⽊９丁⽬ 4 8 県 市町 24 24 24 24 24 13 13 ●

40 清⽔⼊⼝ 3 6 国 県 〇 6 11 12 12 12 12 12 ◎
45 東津⽥ 3 6 国 市町 3 13 16 18 17 12 12 ●

8 渡橋中央 4 8 県 県 11 25 28 36 35 34 34 〇

25 出雲⼤社正⾨前 3 6 県 県 〇 10 23 24 25 23 27 28 ●

12 市役所前 4 8 県 県 24 25 25 25 24 24 26 No.18（出雲市駅前⽮尾線）H30.3 〇

22 出雲商⼯会館前 4 8 県 県 24 24 24 24 24 24 24 ●

44 漁港⼊⼝ 3 6 国 県 13 13 19 18 13 15 15 ●

51 浜⽥バイパス東⼝ 3 6 国 国 3 3 3 4 4 4 11 ●

43 あけぼの東町 4 8 県 県、市町 〇 17 22 20 22 16 30 32 〇

54 中吉⽥ 4 8 国 国、県 〇 2 4 6 5 5 16 23 〇

26 あけぼの本町 3 6 県 県 9 11 11 11 11 22 20 〇

37 栄町 3 6 国 県 9 0 14 14 14 16 16 No.9（栄町交差点改良）H25.11
No.9（栄町交差点改良(ピンポイント)）H29.2 ●

24 萩・⽯⾒空港⼊⼝ 3 6 国 県 12 12 12 12 12 12 12 ●

46 ⾼津ＩＣ 4 8 国 国、県 5 4 6 11 10 3 12 ●

55 須⼦ 3 6 国 県 4 5 5 5 6 10 10 ●

H24
選定時

渋滞対策実施状況
(当箇所に関連する事業)H29

点検
H30
点検

R1
点検

益⽥

浜⽥

出雲

20km/h以下の時間帯数

H26
点検

H27
点検

H28
点検

松江・
安来

道路管理者

主道路 従道路
利⽤者ニーズ
（要望箇所）

2.1ピンポイント対策可否の検討2.1ピンポイント対策可否の検討

令和元年度第1回渋滞部会で検討した対策優先順位の中で、要対策箇所となった27箇所に対し、ピンポイント対策の可否を確認。

ピンポイント対策可能な箇所の内、道路利用者会議でも要望が出ている「清水入口交差点」で対策を検討。
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２． 道路利⽤者会議と連携した渋滞対策の推進

要対策箇所 27箇所
◎：対策可能であり、次年度以降事業予定
〇：対策の可能性があり、今後具体に検討
●：今後、対策の可否を検討

※●についても、引き続き渋滞要因・対策可否を検討



島根県

主道路が国管理のうち６箇所について、渋滞発生状況及び渋滞要因を共有し、ピンポイント対策の実現性に関して意見交換を行うため、
関係機関での合同協議や現地確認を実施。

このうち、関係機関での合意が図れた清水入口交差点は、次年度の対策実施を予定。

7

２． 道路利⽤者会議と連携した渋滞対策の推進
2.1ピンポイント対策可否の検討2.1ピンポイント対策可否の検討

松江市

島根県

▼位置図

清水入口交差点
浜田バイパス
東口交差点

高津IC交差点

中吉田交差点

▼合同現地確認状況

清⽔⼊⼝交差点_R2.1.22（⽔）

中吉⽥交差点_R2.1.29（⽔）

実施目的 ：渋滞発生状況及び渋滞要因を関係機関（道路管理者・交通管理

者）で共有し、ピンポイント対策について意見交換を行うことで、今後

の渋滞対策を円滑に進める。

参加機関 ：国土交通省、島根県、島根県警

▼実施概要（合同協議・現地確認）

No. 交差点名 地区
道路管理者

合同現地確認実施日
主道路 従道路

5 袖師※ 松江市 国 県、市 ―

11 相生町※ 松江市 国 県 ―

40 清水入口 安来市 国 県
令和2年1月22日（水）

7：00～8：30

46 高津IC 益田市 国 国、県
令和2年1月29日（水）

17：00～17：45

51 浜田バイパス東口 浜田市 国 国
令和2年1月28日（火）

8：00～9：00

54 中吉田 益田市 国 国、県
令和2年1月29日（水）

17：45～18：30

関係機関で合意が図れた清⽔⼊⼝交差点については、
次年度の対策実施を予定

相生町交差点

袖師交差点

※合同協議のみ実施



2.2 清水入口交差点2.2 清水入口交差点
２． 道路利⽤者会議と連携した渋滞対策の推進

▼位置図 ▼旅⾏速度状況（流⼊部①）

8

渋滞要因

至

米
子
市

清水入口
交差点

至

米
子
市

通学路指定されており、
登校、下校時には児童が横断

写真①

対策概要

横断歩道廃止により、右折
車の交差点進入速度を向
上し、交通の円滑化を図る

左折車

直進車

右折車

写真②

右折車両の交差点通過が
遅れ、捌け残りが発生

朝夕を中心に、右折車が
通学者の横断待ちなどで
後続車両を阻害

清水入口
交差点

右折が約9割
（ピーク時257台/h）

通学路を見直し、通学者の
横断待ちによる後続車両
の阻害を解消

通学路 通学路

至

米
子
市

Copyright(c) ＮＴＴ空間情報All Rights Reserved

安来IC

至

松
江
市

9

至 奥出雲町

清水入口交差点

流入部①

流入部②

9

9

Copyright(c) ＮＴＴ空間情報All Rights Reserved

流入部③

257

至 米子市

至 松江市

至 安来IC

※出典︓ETC2.0プローブデータ（H30.4-H31.3）

至

松
江
市

至

松
江
市

至

松
江
市

安来市に位置し、国道9号と県道257号線が交差。

流入部①では全時間帯で旅行速度の低下が発生。米子市方面へ右折する車両が多く、児童の横断待ちなどで後続車両の進行を阻害。

流入部③について地域の合意形成を前提に、横断歩道を廃止し、右折車の交差点進入速度を向上による交通の円滑化を図る。

至 安来IC 至 安来IC

流入部①では全時間帯
で旅行速度が低下

17.8
15.5 15.7 16.5 16.8

19.0 17.8 18.6 18.2 17.1 18.0
19.4

0.0
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30.0

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (時台)
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速度低下基準
（V=20km/h）
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３．観光地における渋滞対策

3.1 これまでの取り組み

3.2 令和元年度GWの交通状況

3.3 次年度実施取り組み内容
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10

空いている駐車場

に向かった

39.1%

当初予定していた駐車

場が満車だったので、

他の駐車場へ向かった

0.0%

その他

60.9%

8076
93

66
81

67

100
97

117
123

104
107

4449
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34
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(分)

3.1 これまでの取り組み3.1 これまでの取り組み

出雲⼤社地区の課題･要因

令和元年度の取組

３．観光地における渋滞対策

令和元年度の取組結果
〇観光繁忙期であるGW、お盆、年

末年始などの期間は観光交通が
増加し、出雲⼤社周辺へのアクセ
スルートで顕著な渋滞が発⽣。

〇臨時駐⾞場の確保、シャトルバス
の運⾏等の渋滞対策を実施して
いるが、課題が残存。

《取組①》事前予約駐⾞場からのシャト
ルバスによるP&Rの実施

《結果》
〇事前予約者と⾮予約者では出雲⼤社まで

の所要時間で最⼤27分の差があり、事前
予約駐⾞場を利⽤することで出雲⼤社ま
での所要時間を短縮できることを確認。

〇空き容量のある駐⾞場の有効活⽤や臨時駐⾞場への分散を図るため下
記の取組を実施。

H30

初
詣

Ｇ
Ｗ

初
詣

Ｇ
Ｗ

初
詣

Ｇ
Ｗ

神
在
祭

初
詣

Ｇ
Ｗ

G
W

a 駐車場の容量
確保

①
臨時駐車場確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

交通規制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
駐車場回転率向上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③ 誘導看板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
渋滞・駐車場情報提供サイト
※5月3日～5日     9:00～17:00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事前予約駐車場 ○ ○ ○
チラシ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤
シャトルバス（島根ワイナリー）
※5月4日のみ

無
料

片道
250
円

片道
100
円

無
料

－
無
料

無
料

無
料

無
料

無
料

⑥ P&R駐車場（雲州平田駅
周辺無料駐車場）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦ P&R駐車場
（P11駐車場）

○

安全で快適な
歩行空間への改善

H29

方針 渋滞対策メニュー

H26 H27 H28

○

b 駐車場への円
滑な誘導

②

④

d.歩行空間の確保

c 出雲大社周
辺エリアへの自
動車流入抑制

平成31年GW
事前予約駐車場箇所（案）

取組②︓
AI技術を活⽤した

リアルタイム満空情報の把握
（AIカメラによる満空情報の把握）

取組① ︓
事前予約駐⾞場からのP&R実施

（事前予約駐⾞場から
神⾨通り⼊⼝へのシャトルバス運⾏）

出雲大社

P1

P2

P3
P4 P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

島根ワイナリー

取組③︓
AI技術を活⽤した

リアルタイムな満空情報の提供
（HP等による満空情報の提供）

至 出雲IC

取組④︓
広報の充実

（出雲⼤社･駐⾞場情報HPを
活⽤した広報の充実を実施）

カメラ（駐車場：入庫台数観測）

431

431

162

161

出雲⼤社までの所要時間

出
雲
IC

勢
溜
交
差
点

事
前
予
約

駐
⾞
場
P11

出
雲
⼤
社

⽀
所

ルートA ルートB

《取組②》AI技術を活⽤したリアルタイムな満空情報の把握
《取組③》AI技術を活⽤したリアルタイムな満空情報提供による利⽤分散

《結果》
〇約8割が満空情報サイトの有効性を評価し、約4割の⾏動変容を確認。

（n=111）

※無回答の15回答を除く

とても役立つ

44.1%

やや役立つ

34.2%

どちらともいえない

18.0%

あまり役立たない

2.7%
役立たない

0.9%

約8割が有
効性を評価

リアルタイム更新の有効性

（n=23）

※無回答の6回答を除く

その他 回答数
事前予約した 12
SNSで情報収集 1
無回答 1

約4割が
⽬的地を変更

サイト確認後の⾏動変容

《取組④》広報の充実
（提供⼿段・場所・内容等）

《結果》
〇サイトの閲覧率は3割程度に留まる結果となった。

サイト閲覧状況

はい

32.8%

いいえ

67.2%

約3割
に留まる

カメラ
（データ取得時間1～2秒）

台数
把握 転送

PC
（集計・管理）

HP、SNS等
（データ提供）

《渋滞・満空情報の把握・提供イメージ》

〇これまでの取組を基本に、AI技術を活⽤した駐⾞場満空情報の把握・提供と⼆
次交通（シャトルバス）と組み合わせた駐⾞場事前予約サービスを実施。

（実走行調査結果）

（アンケート調査結果） （アンケート調査結果）

（アンケート調査結果）
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0
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6
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H30 R1

■観光⼊込客数

P9

P10P8

P6

P1

P5
P4P3

P2

P11

出雲大社

勢溜交差点

宮内交差点

至 出雲IC

至

松
江
市

431

431

431

431

500m

1,000m
1,500m 2,000m

500m

1,000m

1,500m

2,000m

2,500m

2,500m

3,000m

3,000m

3,500m

500m

1,000m

1,500m

2,000m

2,500m

3,000m

3,500m

島根ワイナリー

3.8km

3.7km

3.4km

「令和」への改元があり、例年と比べ観光入込客数が著しく増加（約60万人（前年度比：150％））。

令和元年度GW期間中は、ほぼ全ての駐車場で満車状態。また、渋滞も勢溜交差点から神門通り方面に最大約3,700m、島根ワイナリー方面に最
大約3,400ｍ、宮内交差点は稲佐の浜方面に最大約3,800m発生するなど、例年以上の交通混雑が発生。

AI技術を導入したリアルタイムな満空情報の提供を行ったが、異例な状況のため適確な効果把握が出来なかった。

3.2 令和元年度GWの交通状況3.2 令和元年度GWの交通状況

(万人)

■渋滞⻑

※出典：出雲市観光課
H30：4/28～5/6の9日間 R1：4/27～5/6の10日間

P● ：駐車場

：H30渋滞区間

＜凡例＞

：R1渋滞区間

■駐⾞場の満空状況

利用率（％）

勢溜交差点（南）の渋滞状況

３．観光地における渋滞対策

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P11
5⽉1⽇ 満 満 満 満 満 満 満 満 満 満
5⽉2⽇ 満 満 満 満 満 満 満 満 満 満
5⽉3⽇ 満 満 満 満 満 満 満 満 満 満

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P11
5⽉3⽇ 満 満 満 混 空 満 満 空 満 空
5⽉4⽇ 満 満 満 満 満 満 満 満 満 満
5⽉5⽇ 満 満 満 満 混 満 満 空 混 空

▽H30GWにおける満空状況

▽R1GWにおける満空状況

R1GW期間中は、駐⾞場がほぼ満⾞状態。特に改元後の
5/1~5/3の3⽇間は全ての駐⾞場で満⾞状態。

※出典：出雲市調査（委託先警備員の目視による）

0.5km

0.5km

1.3km

R1GW期間中の10⽇間で約60万⼈が来訪。（前年度⽐︓
150％）H30GWに⽐べ⽇平均では1.7万⼈増加。

R1GW期間中は、H30GWに⽐べ著しい交通混雑が発⽣し、最⼤で約3800ｍの渋滞⻑を観測。

満
混

空
空

100％〜90％

90％〜50％

50％〜25％

25％〜0％

〈日平均観光入込客数〉
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P10

P1

P2

P3 P4 P5

P6

P8

P9

P7

３．観光地における渋滞対策

令和2年度GWでは、これまでの対策を継続し「事前予約駐車場からの二次交通（シャトルバス）を利用したP&R」「渋滞・満空情報の提
供」を実施するとともに、 「AI技術によるリアルタイムな満空情報の把握・提供」について再度社会実験を実施。

P11

至 出雲IC
Copyright(c) ＮＴＴ空間情報All Rights Reserved

431

至 出雲駅

事前予約駐⾞場

至

日
御
碕

至

松
江
市

162

161
28

：無料駐車場

3.3 次年度実施取り組み内容3.3 次年度実施取り組み内容

取組③ AI技術によるリアルタイムな満空情報の把握

取組② 渋滞・満空情報の提供

取組① 事前予約駐⾞場からの⼆次交通（シャトルバス）を利⽤したP&R
無料駐⾞場にAIカメラを設置し、リアルタイムな満空情報の把握を実施

︓検出物体
︓カウント線 ︓カウント線

①駐⾞場に設置したAIカ
メラが出⼊りを⾃動判読

②判読結果をもとに満
空情報を管理

⻘枠の物体を⾃動⾞として検地
カウント線を通過⾞両を集計

カウントした場合は⾚丸表⽰

図 AIカメラ設置状況（R1GW）図 AIカメラによる駐⾞場管理

図︓渋滞情報提供サイト

図︓事前予約駐⾞場のチラシ

P0

渋滞情報提供サイトでリアルタイムな駐⾞場満空情報の提供を実施

事前予約駐⾞場利⽤者に対して、出雲⼤社⽀所までシャトルバスで送迎を実施

431

図︓事前予約駐⾞場の案内板およびシャトルバス運⾏状況

出典︓⼤社交通渋滞対策実⾏委員会事務局

⼤社⽀所



４. 重要物流道路における交通アセスメント

4.1 重要物流道路における交通アセスメントの背景

4.2 重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

4.3 重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のための技術運用ﾏﾆｭｱﾙ
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平成29年3月に、商業施設等の沿道立地による渋滞の発生抑制を目的とした土地利用等による渋滞対策の方向性をとりまとめ。

また、平成31年4月に平常時・災害時を問わない安定的な輸送の確保を目的とした「重要物流道路」の指定制度が創設。

これらを踏まえると、重要物流道路上での土地利用に起因する渋滞抑制に向け、関係者が連携した取組みの強化が不可欠。

4.1 重要物流道路における交通アセスメントの背景4.1 重要物流道路における交通アセスメントの背景

14出典：道路周辺の土地利用等による渋滞対策(平成29年3月 道路交通アセスメント検討会)

４．重要物流道路における交通アセスメント



重要物流道路における交通アセスメントの確実な実施及び渋滞対策協議の合理化・効率化を図るべく、道路管理者としての対応方針
を示すガイドラインが令和元年8月に策定、令和2年1月1日から施行。

4.2 重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(R元年8月)4.2 重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(R元年8月)
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②承認時 対策実施していても渋滞悪化・発⽣が確認された場合は、申請者は道路管理者と協
議の上所要の対策を講じるよう、承認の際に⽂書により⾏政指導を⾏うこと

重要物流道路における交通の円滑の確保を⽬的に交通アセスメントの確実な実施及び渋滞対策協議の合理化・効率化を図るべく、道路管理者と
しての対応⽅針を⽰すガイドラインとして策定

対象施設

重要物流道路のうち⼀般国道(指
定区間)の沿線の⽴地予定施設で、
下記条件を全て満たす施設

対象施設の⽴地後の対応
主要渋滞箇所の悪化、新たな渋滞箇所の発⽣の
有無を道路管理者が検討

道路管理者は承認申請者に対して渋滞
対策を求める

渋滞の悪化
新規発⽣

※乗⼊れ⼯事承認時の⾏政指導に基づく

交通影響予測 法定協議において道路管理者が申請者に対して結果提出を求める

【予測⼿法】原則として静的⼿法、ただし下記施設では動的⼿法の採⽤を検討すべき
・店舗⾯積10,000m2超の⼩売業 ・道路管理者が特に必要と認める施設

※警察・⾃治体ほか関係⾏政機関の意⾒聴取の上で柔軟に対応

ガイドラインの趣旨

1)店舗⾯積1,000m2超の⼩売業or
延床⾯積20,000m2超の施設

2)法令で道路管理者協議が必要な
施設（以下「法定協議」という）

3)半径2km以内に主要渋滞箇所が
存在

4)乗⼊れ⼯事の承認申請を予定

※⼩売業は飲⾷店業除き物品加⼯修理業含む
※集合住宅を除く

※都市計画法第32条、条例等

※重要物流道路上に存在

※道路法第24条に基づく

※渋滞部会等の機会で実施

渋滞対策 予測で渋滞の悪化or新規発⽣を確認
道路管理者は申請者に渋滞対策及び対策実施時の交通影響予測結果を求める

【対策例】・敷地内における対策
・周辺道路における対策(ソフト 公共交通機関利⽤促進等、ハード 付加⾞線設置、交差点改良等)

※警察・⾃治体ほか関係⾏政機関の意⾒聴取を踏まえ、適切に判断

乗⼊れ⼯事承認における留意事項
①申請時 法定協議の合意を確認／法定協議未実施の場合は申請者に対して協議実施を指導

※必要に応じて承認申請者に対して申請書の補正を求める

⾃治体の開発許可担当部局等から申請者に対して道路管理者協議を促してもらう等協⼒関係の構築に努める関係⾏政機関との連携

【施⾏期⽇】 令和２年1⽉1⽇ ※令和2年1⽉1⽇以前に法定協議が開始された施設には適⽤しない

出典：「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」を基に国土交通省が整理

４．重要物流道路における交通アセスメント



ガイドラインに基づいた交通アセスメント実施のための技術運用マニュアルも策定。

立地者・道路管理者・警察の他、各県の渋滞対策協議会とも連携した交通アセスメントの実施が求められる。
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■道路交通アセスメントの流れおよびポイント
①都市計画法等に基づく公共施設管理者への協議

・施設⽴地に際しては法令に基づく開発許可等を受けることが必要
・開発許可等を受けるにあたり、道路管理者と協議し同意を得ることが必要

②⼤規模⼩売店舗⽴地法関係の⼿続き
・都道府県等への届出⼿続きについては、法令上、道路管理者協議実施は担保されていない
・管内の都道府県等に対し、適宜道路管理者へ情報提供してもらえるようあらかじめ依頼

③道路法第24条に基づく道路管理者への事前相談
・申請に先⽴ち、開発許可等に係る協議の実施・同意がなされているか確認

④道路法第24条に基づく接続⼯事の承認
・⽴地後に渋滞等が⽣じた場合の渋滞対策実施等について、⾏政指導として⽴地者に要請
・具体的には、道路利⽤者実施のモニタリングで対策が必要と判断された場合、協議に応じる・
必要な調査やデータの提供・対策が必要と判断された場合には対策実施に協⼒が求められる

⑤施設⽴地後の事後対策
・道路管理者がモニタリングを実施し、施設が原因となる渋滞悪化・発⽣と判断された場合、⽴
地者にデータ提供等の協⼒要請や対策実施を求める

・要請は⾏政指導の⼀環として⾏うもので、⽴地者の任意の協⼒を得るものであることに留意

協⼒体制
・学識経験者(交通⼯学・交通計画に⾒識のある者)に助⾔を求めてもよい
・道路管理者側の担当は国道事務所とする
渋滞対策担当部署、交通安全担当部署、接道⼯事承認担当部署等が
連携して協議に当たる必要がある

施設⽴地後のモニタリング
・対象施設は、道路管理者として、各都道府県に設置された渋滞対策協
議会等においてモニタリングを実施すべきである
・モニタリングの期間・⽅法等は道路管理者の判断による

出典：「重要物流道路における交通アセスメント実施のための技術運用マニュアル」を基に国土交通省が整理

4.3 重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のための技術運用ﾏﾆｭｱﾙ(R元年8月)4.3 重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のための技術運用ﾏﾆｭｱﾙ(R元年8月)

４．重要物流道路における交通アセスメント



５. 災害時交通マネジメント

5.1 道路の耐災害性強化に向けた提言

5.2 広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会

5.3 島根県における災害時交通マネジメント検討会の設置例
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近年の集中豪雨等の大災害から得られた教訓から、災害時に生命線となる道路について今後講ずるべき施策をとりまとめ。

災害による渋滞発生の教訓から交通マネジメントによる渋滞対策が不可欠であると提言。

5.1 道路の耐災害性強化に向けた提言(R元年7月)5.1 道路の耐災害性強化に向けた提言(R元年7月)
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５．災害時交通マネジメント

出典：道路の耐災害性強化に向けた提言(令和元年7月9日 道路の耐災害性強化に向けた有識者会議)



平成30年7月豪雨の際には、「広島・呉・東広島都市圏交通マネジメント検討会」が立ち上げられ、迅速で柔軟な渋滞対策が展開。

速やかな交通マネジメント実施のためには、平常時から統合的な組織を構築し、オープンに議論できる環境を整えておくことが重要。

5.1 道路の耐災害性強化に向けた提言(R元年7月)5.1 道路の耐災害性強化に向けた提言(R元年7月)
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５．災害時交通マネジメント

出典：道路の耐災害性強化に向けた提言(令和元年7月9日 道路の耐災害性強化に向けた有識者会議)



広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会では中間とりまとめが公表。

災害時の迅速な渋滞対策に加えて平常時から関係者間の連携強化や住民への交通マネジメントの浸透に向けた施策を展開。

5.2 広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会5.2 広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会
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５．災害時交通マネジメント

出典：広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会 中間とりまとめ(令和元年12月16日)



検討会による主な施策概要
■災害時の取組み

●ハード対策(交差点改良等)

■平常時の取組み

●公共交通機関との連携(災害時BRTの運⾏等)

●ソフト対策(広域迂回誘導等)

●通勤交通強靭化に向けた取組み

●災害時交通マネジメント総合訓練

●情報収集・提供の⾼度化(ﾃﾞｰﾀ共有ｸﾗｳﾄﾞ構築等)

関係機関がアクセスできる
データ共有クラウドを構築

広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会では、経済界・学識経験者・交通事業者・行政等が連携し、災害時における
ハード・ソフトの各種対策や、再度災害に備えた関係機関への連携強化や住民への交通マネジメント広報を推進。

5.2 広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会5.2 広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会
５．災害時交通マネジメント

■構成メンバー
広島⼤学⼤学院国際協⼒研究科 藤原教授 (会⻑)
呉⼯業⾼等専⾨学校 神⽥教授
広島⼤学⼤学院⼯学研究科 塚井准教授
広島⼤学⼤学院国際協⼒研究科 ⼒⽯准教授
中国経済連合会 部⻑
広島商⼯会議所産業・地域振興部 地域振興チームリーダー
呉商⼯会議所 振興部⻑
広島県旅客船協会 専務理事
広島県バス協会 事務局⻑
⻄⽇本旅客鉄道株式会社広島⽀社 企画課⻑
広島電鉄株式会社バス事業本部バス企画部業務課⻑
中国経済産業局産業部 流通・サービス産業課⻑
中国運輸局交通政策部 次⻑
中国地⽅整備局 道路部⻑
中国地⽅整備局広島国道事務所 副所⻑
広島県警察本部交通部 交通規制課⻑
広島県教育委員会 ⾼校教育指導課⻑
広島県地域政策局 地域⼒創造課⻑
広島県⼟⽊建築局 道路企画課⻑
広島市道路交通局都市交通部

公共交通計画担当課⻑
広島市道路交通局 道路計画課⻑
呉市企画部 企画課⻑
呉市都市部 交通政策課⻑
東広島市政策企画部 政策推進課⻑
東広島市建設部 建設管理課⻑
⻄⽇本⾼速道路株式会社中国⽀社総務企画部 企画調整課⻑
広島県道路公社 道路部⻑
広島⾼速道路公社企画調査部 企画調査課⻑

■開催状況
第１回（H30  8/23開催）
第２回（H30  9/27開催）
第３回（H30 12/ 6開催）
第４回（H31  3/26開催）
第５回（R元 6/  5開催）
第６回（R元 12/16開催）

■検討会写真

（H30.9.27 第2回）

広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会
■⽬的
「広島県災害時渋滞対策協議会」でのソフト・ハードの渋滞対策の検
討・実施の延⻑として、⻑期的視座に⽴った都市圏の交通マネジメン
トを推進するため、広島・呉・東広島都市圏の経済界・学識経験者・
交通事業者・⾏政等により渋滞対策を検討・実施。
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島根県における災害時交通マネジメント検討会の設置例として、松江・出雲都市圏の経済界・学識経験者・交通事業者・行政等が連携
して災害時の交通マネジメントに取り組むことが想定される。

5.3 島根県における災害時交通マネジメント検討会の設置例5.3 島根県における災害時交通マネジメント検討会の設置例
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５．災害時交通マネジメント

島根県における検討会の設置例(松江・出雲都市圏)

松江⼯業⾼等専⾨学校 環境・建設⼯学科 淺⽥教授
島根⼤学 法⽂学部 飯野准教授
中国経済連合会 部⻑
松江商⼯会議所 専務理事
出雲商⼯会議所 専務理事
島根・⿃取旅客船協会 代表
島根県旅客⾃動⾞協会 専務理事
島根県トラック協会 専務理事
⻄⽇本旅客鉄道株式会社⽶⼦⽀社 企画課⻑
⼀畑バス株式会社 乗合部⻑
松江市交通局 運輸課⻑
中国経済産業局産業部 流通・サービス産業課⻑
中国運輸局交通政策部 環境・物流課⻑
中国運輸局島根運輸⽀局 ⾸席運輸企画専⾨官
中国地⽅整備局道路部 道路計画課⻑
国⼟交通省中国地⽅整備局松江国道事務所 副所⻑
島根県警察本部交通課 交通規制課⻑
島根県教育委員会 教育指導課⻑
島根県地域振興部 交通対策課⻑
島根県⼟⽊部 道路建設課⻑
島根県⼟⽊部 ⾼速道路推進課⻑
松江市都市整備部 建設総務課⻑
松江市歴史まちづくり部 交通政策課⻑
出雲市都市建設部 建設企画課⻑
⻄⽇本⾼速道路株式会社中国⽀社総務企画部 企画調整課⻑

松江市
出雲市

凡例
⾼速道路・⾃専道
直轄国道
補助国道
主要地⽅道・⼀般県道
鉄道
市町村境

■想定される委員 ■位置図(松江・出雲都市圏)


